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《本マニュアルで使用する主な略語》

選任請求 。 ・ ・ ・被疑者国選弁謹人選任請求i

刑事施設等 。 ・ ・被疑者の収容されている刑事施設,留置施設又は少隼鑑別所
請求書等 。 ・ 。 。被疑者国選弁護人選任請求書･資力申告書

地方事務所 。 ． 。日本司法支援センター(法テラス)東京地方事務所

指名通知依頼 ． 。国選弁護人候補者指名通知依頼
選任書 。 。 。 ，。国選弁護人選任書
不受任等通知 ， 、弁護人不在‘不受任通知

私選申出 ， ・ ・ ・私選弁護人選任申出

却下命令 。 ． 、 ･国選弁護人選任請求却下命令

刑事部等 ・ ・: ・ ・地裁刑事部又は水戸簡裁刑事係

下妻 。 ． 。 ． 。 ‘・地裁下妻支部又は下妻簡裁

即決の場合｡ ， 。検察官から即決裁判手続によることについで同意するかどうかの確認を求められた藤
同意をするかどうかを明らかにしようとす．る場合被疑者が，伺意をするかどうかを明らかにしようと訓

・即決裁判手続に係る同意確認を求めたことの証明書証明書 ｡

鋲
メ
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はじめに

1 要件

(i)被疑者国選弁瞳人選任請求（刑豚法37条の2):が鰹められる壌合

◎被疑者に対して勾留状が発せられているすべての事件」

（平成30年6月1日から）

上記の場合のほか， ｢即決裁判手続によることの同意確認｣､のために選任請求

がなされる場合もある（刑訴法350条の17第1項）が，本マニュアルでは，刑

訴法3'7条の2に基づく請求の場合を中心に記述する。 【即決の場合'･･第7の5(p
23）参照】

(お願い） 鯛（
、‐ 〆

※

I

御(‐

一一一

1 齢-刊三J
改正刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成28年法律第54号）による改正前の刑訴法37
条の2ば,被疑者国選弁護人請求が認められる事件について,死刑又は無期若しくは長期3年を超
える懲役若しくは禁鋼に当たる事件に限定されていたが,平成30年6月1日から上記改正法が施
行されたことにより，勾留状を発せられているすべての事件について対象が拡大された｡これによ
り
件

利用して被疑者国選関係書類を作成する際に従前行われていたぅ非対象事
の作業は不要と鞍る･；…
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(2)選任の要件

ア形式的要件

a あらかじめ私選弁護人選任申出がされていること （被疑者の資力合計50万

円以上の場合。刑訴法37条の3第2項）

､｡留状が発…i箆…､gt (刑訴法3『条…
c資力申告書の提出（刑訴法37条の3第1項）

d 私選弁護人が選任されていないこと （刑訴法37条の2第1項ただし書）

イ実質的要件

貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと （刑訴法3

7条の2第1項本文）

歩

2当直で取り扱う選任龍求事件の形態
－－▲÷－

＝マーー

(1) 勾留請求時の選任請求

(2) 勾留後の選任請求

(p4)

(p7)

(p9)

(plO)

(pl2)

13）

<4） 「 |く妻の事件」の選任請求

(5) 地裁刑事部又は簡裁刑事係からの引継ぎ，
１
１
１当直間の引継ぎ等

－－

鯵ノ 別紙「被疑者国選弁護人選任事件等の手続きの流れ」参照。

ノ

3処理裁判官

<l} 原則として，令状当番裁判官（原則簡裁）が担当する。

したがって，選任請求は原則簡裁で受理するが、 簡裁辞令を持たない裁判官

が令状当番裁判官である場合には地裁で受理する。

'21 令状当番裁判官に当該事件の処理権脳靴い場合は■■■■■■■

2 地裁で指名通知依頼した事件は地裁裁判官が，簡裁で指名通知依頼した事件は簡裁裁判官が，そ
れぞれ処理しなければならない．

例えば，土確日に簡裁で受理し指名通知依頼までｲ『った選任請求について，翌日 （日曜H)のロ
直で選任以降の処理をする場合，同日の令状当番裁判'白･が地裁辞令のみの裁判‘自であるときは，別

－2‐



■’’ こより，当該事件を処理できる裁判官に事務を配てんする。

地裁刑事部・簡裁管理職員，刑事訟廷事件係長に電話し）4対応に困った場合は，

1－ － I)指示を仰ぐ。

1

’

、
一
’
一

ごロ ㈱

一一
－－

の裁判官（簡裁辞令のある裁判官）に処理をお願いずることになるも'一一

■■
3

■
|に記載

G

一一－

されてい る。

‐3‐



第1 勾留購求時の選任緩求
0 ’ ．

1勾留質問に向けての準備

以下の書類を準備する4．

a請求書等（別紙書式1）

b勾留質問調書（別紙書式3の1，外国人の場合は別紙書式3の2）

2勾留質問時における事務

①裁判官が手続教示を行うも

②被疑者から選任請求の意思表示があった場合，勾留質問の場で被疑者に

請求書等の用紙を交付し，記載させる《 ’

③請求書等を裁判官に交付し，要件の審査をしてもらうも
．；I◇資力合計が50万円以上と判明した場合…pl.3､(第6)へ

§ ．
： ◇資力合計が50万円以上と判明した’
3

〆
－ 、 ．． .。

3勾留質問後における事務
～一一一

（1）童付手続

①請求書等に受付日付印を押す。

②上訴申立書等記録簿に議裁寺上訴申立書等記録簿に登載ず

〆

〃

型_勾留状につき, ''－ －
■■腕に,写しを作成しておく
と。 （この後の手続で必要）

｜
’

こ

る（簡裁用6簡裁辞令のない裁判官の時

のみ地裁用） 。

受付日付に符号（記） 。番号を記入し，取扱者が認印する。③
④ ’請求書等の宛先に

一
■
■
■
■
■
■
、
■
■
■ |を押す。

鱗

‘■■ﾛ■■
'

|申述調書(別紙書式’ 1）の書式は,凸
’

けがある。

6 i 弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することが
できないときは弁護人の選任を請求ずることができる旨（法207条･2項）
、弁護人の選任をするには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額(50
万円）以上であるときは，あらか.じめ，弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならな
い旨(法207条3項）

mi 弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその
申出先（弁護人選任事項の教示。刑訴法76条2項7．7条2項， 3項， 207条3項（平成2
8年12月1日施行)。本教示により申出があった場合の事務処理は，第6の2参照）

6 本人が記載できない場合は,申述調書(別紙様式11)を作成する(規則28条の鏡1項参照)、
ただし，資力申告書は，法律上本人が作成して提出ずべきものであり （法37条の3第’項)， 申
述調書に代えることはできないので，所定の用紙の資力申告書部分の作成を補助するに止める｡
7 勾留罪名の変更等があった場合には，請求書等記載の罪名等の修正の要否に注意する。

、4‐



⑤表紙（別紙書式4の’)'を作成する（以後,手続ごとに□にチェック。 ）

⑥，記録を編成する（表紙チェック票8 （別紙書式4の2) ，請求書等,不

受任等通知等の添付書類の順） 。

(2) 地方事務所に対する指名通知依頼〈1: 7時まで。 17時以降になった場合，

‘依頼事務は翌日に引き継ぐ。 ）
； ， ． ‘

①勾留状の写しの2枚目以下の上部余白に被疑者氏名を括弧書きで記載

する（書類の取違え防止のため。 ） 。

②国選弁護人候補指名通知依頼書(別紙書式5）及び送信書(別紙書式6．害

記官名下に認印や書記官印の押なつは不要) :を作成する。

《な職同依頼書の連絡事項欄には，裁判員裁判対象事件，外国人,少

年，先行事件の弁護人の有無などを記載する。

③地方事務所へ電話連絡の上，以下の書類をフアクシミリ送信し，送信

済みの書類及び地方事務所からの受領書を一件記録に綴る&

a送信書

b国選弁護人候補指名通知依頼書

c勾留状写し

㈱(‐

』

地方事務所からの指払通知(3) 欄(一
①地方事務所から事前に電話連絡が入り，送信書と国選弁護人候補指名

・通知書がファクシミリ送信される。

②送信書の受領書部分に必要事項を記載の上，返信する。

(4) 国選弁護人の豊丘

令和4年1月25日付け水戸地裁刑事訟廷管理官発出｢被疑者国選弁護人選任手続にかかるチェ
ック票の利用について（事務連絡)」参照｡ ・
受領書が送信されない場合,指名通知依頼書力濫信されていないことも考えられるので,必ず地
方事務所に受信の有無を確認する。

依頼後， ’7時までに回答(指名通知)があるか不明な場合は,地方事務所に対し,必ず回答の
見込みや指名通知の予定時間を確認する．

8

9

－5‐
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①裁判官の指示により，選任書（別紙書式7）を起案し，裁判官の押印を受

‘ける。

②国選弁護人に電話連絡して以下の点を伝える。連絡がとれない場合は，

次の当直員に引き継・ぐ。

a選任されたこと

b翌執務日以降，刑事部等で選任書原本を受領すること

③国選弁護人選任通知

国選弁護人選任通知書(別紙書式8）を作成し,以下のとおり通知（電話

連絡の上，ファクシミリ送信（ファクシミリ送信書(別紙書式9）の書記官

名下に認印や書記官印の押なつは不要） ）する。

a被疑者（刑事施設等） 】，

b地方事務所(17時まで。 17時以降になった場合,遣知事務は翌

日に引き継ぐ11｡ ）

c検察庁（電話が通じない場合には，そのまま送信してよい。 ）
庇

④選任書写しに，上記③aないしcに通知済みの旨付記する・

同写し及び通知書原本は，記録に編てつする。

線

鱗
メ

一一－ －→

'0 警察署への電話

■■■
11

計への電話 ま必顕一一 |を利利．F.AXは必ず 用する6．

｜

畠6‐



第2勾留後の選任鯖求

1 書類の受領

①刑事施設等から事前に電話連絡が入り，以下の書類がファクシミリ送信さ

れる。

a請求書等（別紙書式1）睦

b勾留状写し

c不受任等通知(別紙書式2）型
f

d ファクシミリ送信書（受領書と一体になったもの） ＆

②受信確認後，送信書の受領書部分に必要事項を記入し，返信するz〈

2受付事務

（1） ,受付手続

P4(第1の3(1)) ,に同じ砥

（2）要件審査等

①勾留状発付庁が「水戸jか（ 「下妻」の場合があるので注意｡）。

②請求書等の「3資力申告｣欄の合計金額が50万円未満か確認する｡

50万円以上の場合,不受任等通知が添付されているか確認する。
綴鋤.､"･････"…"!．‘"‘，……･----....."････…････‘:'"･･･････････--..'･'..…，･･･‘,….:･9･････‘．．…･"i････。．･･･-.-----.....･･･････････……･･･････…･---.-…乳…･‘･…・・，.…･･･････…･"｡.‘･･･"･…･…品．．･･･8..．･･･････････.．．…｡.….｡，.｡..

／ ◇「水戸｣,の事件で，資力合計が50万円以上･･･不受任等通知なしの場合 '･?pl3

1 （第6の'(')ｱ)へ(ただし,勾留質問手続に関する記載を除くほか， ’行目の｢裁判官
： ．

： がｳ被疑者に対し｣を,職判官の指示により;被疑者に対し,刑事施設等の職員を通じて」

： と読み替える｡ ）
；

； ◇「下妻」の事件の場合…plO(第4)へ
･･･...…….釣….........…...,､－－"..,....･.‘.‘0..,..‘.…畦..｡….｡‐.-,･ロﾛ....…...：.▽…...･･･由ﾜ,.｡.,.…｡.､...……..….､0,....…､,｡…品.､-.2…….』.;0．.….｡..･･0.....0…｡.O･･ﾋｰﾆ ﾆ 圭菫-ニーーニー室O‘‘･･･｡･･……･‘…･･････'･･･…●,｡

／
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3裁判官への報告（電話連絡等による）

'2誤って即決裁判用の請求書書式（別紙様式’8）が使用されていないか確認する（請求書の1
の文言に違いがある｡)。

蝿｢被疑者の資力(資力申告書の｢3資力申告j欄の合計金額)が50万円以上｣かう｢被疑
者がすでに不受任等通知書を受け取っている場合」のみ｡
なお， この提出がなかったとしても選任請求の要件を欠くことにはならない。

'4 書類に不備等がある場合は,刑事施設等に連絡し,不備を補正させた上で,再送信してもらう6
受信後,裁判官が必要と認めるときは,刑事施設等へ連絡し,原本を送付させる｡ 、

15 勾留状を発付した裁判官の所属に関わらず，勾留後の選任請求は,原則簡裁で受理し，簡裁辞
令を持たない裁判官が令状当番裁判官である場合のみ地裁で受理する(勾留状の発付裁判所と選任
請求の処理裁判所が同じである必要はない。規則28条の2)6 ‘

-7．



■

令状担当裁判官に，電話連絡等適宜の方法で，勾留後の選任請求があったこと

を報告し，要件の審査をしてもらう。

国選弁護人を付す場合，以下の事務処理は, p5 (第1の3(2))以降に同じ。

少
メ

－8‐



第3 ’
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一r一一■－一一一ー一＝一一一一一一一＝－ー

瓦

鋲＠

夢⑪

'8 誤って即決裁判用の請求書書式（別紙様式18）が使用されていないか確認する（請求書の1
の文言に違いがある")。
I7 「被疑者の資力（資力申告書の「3資力申告」欄の合計金額）が50万円以上」かつ「被疑者

がすでに不受任等通知書を受け取っている場合」のみ。

なお， この提出が駁かつたとしても選任請求の要件を欠くことにはならない。

15 書類に不備等がある場合は,刑事施設等に連絡し，不備を補正させた上で,再送信してもらう。
受信後，裁判官が必要と認めるときは，刑事施設等へ連絡し，原本を送付させる。

-9．



第4 『下裳の事件』の選任購求

下妻では宿直を行っていないことから， 17時以降，請求書等は水戸に提出

（刑事施設等からフフークシミリ送信） される。

1 「下妻で勾留後の事件」の選任購求の場合

（1） 書類の受領

P7 (第2の1)に同じ。

（2） 受付事務

ア受付手続

P4 (第1の3il))に同じ。

イ要件審査等

l)7 (第2の2(2C)に同じ。

（3） 記録の引継ぎ等

①翌朝， 下妻の日直に電話連絡の上，書類一切を下妻あての送付書及び

送信書（別紙馨式10)とともにファクシミリ送信（ファクシミリ送信書の

書記官名下に認印や書記官印の押なつは不要） して引き継ぐi，。

②上訴申立等記録簿の備考欄に「平○・○． ○下妻支部（又は-卜妻簡

裁）に回送」 と記載する。

i4)刑事施設等に対L,請求書等を下認こ回送した旨電話連絡する。

（5） 刑事施設等から送信された文書は，以後の当直員を経由して刑事部等に引

き継ぐ。

2 『下妻で勾留予定の事件』の選任鯖求の場合

少

なお，下妻で勾留予定の事件かどうかは，請求書等下部の『2 取調べ担当

検察官所属の検察庁」柵の記載( I水戸地検下妻支部」 ）で.判別できる

'9 翌日が執務Hの場合，総務課経由で刑事部惇に引き継ぎ．刑事部等から|､雲に引き継ぐ･こしに
なるハ

I() -



3下萎からの引継ぎの場合〃

（1） 下妻から， 「下妻で勾留状を発付した事件についての選任請求事件の処理

を水戸に引き継ぐ」旨の電話連絡があった場合には，次の点を確認する。

a どの手続以降が未了で，水戸でどこまでの手続をすべきか。

b選任請求の受理は簡裁か地裁瓶

（2）処理裁判官の確認等

ア水戸の令状当番裁判官は， 「下妻簡裁」の事件は「下妻簡裁裁判官」 と
倉

して， 「下妻支部」の事件は「下妻支部裁判官」 として，それぞれ処理す

る。

イ書記官作成の書類もてん補庁名（下妻支部または下妻簡裁書記官） とな

るので》以下の点に注意する。

例通知や事務連絡などの書記官印を押印する必要がある書類

書記官印に代えて認印を押印する。

㈱謄本を作成する必要がある場合（却下の場合など）

浜＠

被疑者には，刑事施設等の職員を通じるなどして

旨伝達した上，写しを刑事施設等にファクシミリ送信する幻。

(3) ファクシミリ受信後の事務

④受信した旨，下妻に電話連絡する。

②受信した書類を当直文書受付簿に登載する（下妻簡裁受理のものは簡裁

用に，地裁下妻支部受理のものは地裁用に登載する． ） 。

③以上の点のほかは水戸の事件と|司様に処理し，事務処理後の記録は，以

後の当直員を経由して刑事部等に引き継ぐ｡

御、

”基本的には下妻の職員が執務時間外も一定程度待機して処理すること，法テラスの執務時間の
関係等から,下妻で日直を行わなし洋末年始を除き本庁に引き継がれるケースは少ないと思われ
る。

’
2］

唾
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刑事部等からの割蕊ぎ等（下要からの引継ぎを除く。）

刑事部等からの引継ぎの鴻合

①隊前日，刑事部等の選任請求事件の未済記録ほ，事件関係送付簿で当直

に引き継がれる蕊

②当直文書受付簿への登載等

引継ぎを受けた記録は,当直文書受付簿へ登載の上, ｜

に手続の段階ごとに区別して保管する。

当直員間の引継ぎの塙合等

①当直文書受付簿により引継ぎを行う （なお,当直から刑事部等へは総務

課経由で引き継がれる｡ )

②当直員間の確認事項

引継ぎ一覧表（別紙害式20）を用いて， 1件ごとに読み合わせて，必要な

事務処理を含め確実に引き継ぐ。

③記録の保管

引継ぎを受けた記録は; IL に手続の段階ごとに区分して
保管する。

引継ぎが想定される段階

第5

1

’

2

〆

3

◇国選弁護人候補指名通知依頼未了の場合”,以後の処理はp8(第1の312))へ

◇国選弁護人候補指名通知待ちの場合 …以後の処理はp5 (第1の3(3))~

鱗

22刑事部等は，当直で処理が必要な事項を記載したメモを添付して未済記録を引き継ぐ。

‐12‐



6被疑者の資力合計が50万円以上の溺合，当番弁霞士による接見･私選弁鰻

人選任の各申出（以下『当番弁瞳士・私選弁瞳人選任の申出」という。 ）があっ

た堀合

1 被疑者の資力合計が50万円以上の増合

（1）私選弁睡人選任の申出未了の鳩合

ア裁判官が，被疑者に対し， あらかじめ私選申出をする必要がある旨説明

した上で被疑者国選弁護人選任請求－1，別途私選弁護入

′選任の申出をさせる 」裁判官の指示により，請求を｢却

下」する場合もありうる。 ） 。被疑者が，国選弁護人選任請求を維持する

場合は,勾留質問後，国選弁護人選任請求書・資力申告書等の受付事務を

行いj裁判官の指示を受ける。
． ？ ． ‘

【請求書等の受付手続 ･'･p4(第1の3(1))参照】
． ｡ ． ：

・被疑者国選弁護人選任請求を撤回し》私選弁護人選任申出があった場合

は，後配2参照。

イ勾留質問の場で,被疑者が「資力申告書上の資力は50万円以上であるが，

負債等の関係で私選弁護人を選任できない事情」について述べ,裁判官が記

録化する必要があると判断したときは,申述調書(別紙書式’ 1)を作成する。
．．.竿．.一…...~~….…....…….…一.….....~.~．...….….3...."..‘.."...H､..:.....….….....…..….…..."""…...........…．．.｡....…･…･".'..~｡.｡．…….~....．…..….…..":.".'..…9箸~...…~~..…'.…"...…..．.．.、

| ◇選任する場合…p5 (第1の3(2))へ
．.…..一…...~~….…....…….…一.….....~.~．...….….3...."..‘.."...H､..:.....…..”

◇選任する場合…p5 (第1の3(2)) へI

第6

鞠（

◇■■■■■・却下する場合…pi9
-.….-..-….....$…..-.............….､-............…...........一言---...........…....．

(第7の1）
Ｑ
■
も
ゆ
■
●
。
●
■
、

３
３
８
８
１

へ

be-..･面品●･●やe舎吋“･缶…■－■｡･･･■一・一 ㈱（ = ~◆G●◆●｡ｰ一■■・■｡-■一｡q･■〆？

(2)私選弁腰人選任の申出済みの蝋合

ア裁判所保管の「不在不受任通知等綴りJに当該被疑者のものがないか確

認する･

通知書があった場合には,写しを作成し,記録に綴る。

同綴りに通知書がない場合,裁判官にその旨報告し,指示を求める（想定

される対応は,選任する,却下する,■■■■,受任の有無について弁護
士会に確認できる翌執務日まで判断を留保する，等。 ） 。

I ・

イ勾留質問の場で，被疑者が「私選申出をした時期（どの程度期間が経過

･13．
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しているか。 ） について述べ，裁判官が記録化の必要があると判断した

ときは， 申述調書(別紙賓式洞)を作成する。
ﾏ ● －'･P3

◇選任する場合” 、．･p5(第1の3(2))J-､

◇■■■■■･却下する場合…pl9(第7の1) '､
ノ

2当番弁蔑士・私選弁醗人選任の申出があった塙合割

く1）勾留質問に立ち会った書記官は，勾留質問調書及び｢勾留になった場合の通

知先等」 （別紙書式2'>に，次のとおり記載する。

ア勾留質問調書への記載

勾留質問調書の弁護人の選任権告知の｢答｣欄に,次のいずれかを記載
する｡

例 「申出のあった弁護士OOOO」

㈹ 「申出のあった弁護士法人O○○○○○」

（ｳ） 「申出のあった弁護士会○○○弁護士会」

※茨城県弁護士会のみゴム印あり $

イ 『勾留になった場合の通知先等jへの記載

例茨城県弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出た場合（当番弁護士

による接見申出の場合を含む｡ ）

いずれの場合も｢当番弁護士｣欄の｢要｣の口欄にチェックを入れる。

け）弁護士,課護士法人又は茨城県弁護士会以外の弁護土会を指定して弁
護人の選任を申し出た場合

「私選弁護人（上記以外） 」欄の「要jの口欄にチェックを入れ， 申

し出のあった弁護士の氏名又は弁護士法人若しくは弁護士会の洛称を

「依頼先｣欄に記載する○

(2)勾留質問に立ち会った書記官は，勾留質問終了後，次のとおり，当番弁護
士｡私選弁護人選任の申出の取次ぎをする。

識

鱗

23 茨城県弁護士会では,身柄を拘束されている被疑者から「当番弁護士による接見申出」又は「私
選弁護人選任申出｣があった場合には, しげれの申出であっても， ’回に限り，当番弁護士兼私選
弁護人候補者として無料で接見する取扱いとなっている。

14？



ア茨城県弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出た場合（当番弁護士に

よる接見申出の場合を含む｡ ）

）①刑事弁護センターの留守番電話（電話番

に次の内容を録音するとともに，②ないし⑤のとおり処理する。

録音内容

ダ

欄（

②私選弁護人選任申出通知書（別紙書式12の1 )及びその写しを各1部作

成し，同通知書にファクシミリ送信書（別紙様式14〉を添えて，刑事弁護

センターに送信する （誤送信防止のため，短縮登録を用いる。 ） ． ，

③連絡用のメモ（別紙書式13の1又は別紙書式13の2）と上記②の通知書写

しを，被疑者の■■■■■こ交付する。

※被疑者が国選弁護人請求をした場合（又は請求の意向を有している

場合）は別紙書式13の1 ，被疑者が国選弁護人請求をしていない場

合は，別紙書式13の2を利用する （該当箇所にチェックを入れて利

用する。 ） 。

④上記②の通知書原本余白に「平成○年○月○日口弁護士会通知済み□

｜に写し交付済み」 （それぞれにチェックを入れる． ） と付記し
て担当書記官が押印する （ゴム印あり）

なお、刑事弁護センターの受繧書は，直近の勤務日に返信される。

⑤上記①から④までの事務処理に遺漏がないかを確認の上， 「勾雷にな

った場合の通知先等」の■■■■■'及び「刑事弁護センター；の各□

欄にチェックを入れる。

イ弁護士，弁護士法人又は茨城県弁護士会以外の弁護士会を指定して弁護

人の選任を申し出た場合

鯛（
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㈱指定された弁護士等の調査
､

①茨城県弁護士会以外の弁護士会を指定した場合

’を確認する。
②弁護士又は弁護士法人を指定した場合

誤って別の弁護士又は弁護士法人に通知しないように，被疑者が申

し出た弁護士の氏名又は弁護士法人の名称等を，次のa及び'bの方法

を併用して調査する。

aインタテネヅ:卜による検索

他の当直員と協力して,各当直員が利用可能な自室の｜
｜［ ｜を用いて, 日弁運のﾎｰﾑぺｰジにある弁護士検索
（弁護士情報提供サービス『ひまわりサーチ｣)を利用して検索する。

ただし,［－］が自室以外にあるなど,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検索が

〆

｜ －－一雪利用できない場合は， 緊急連絡先に連絡し

て指示を仰ぐ｡

b留置施設への照会

被疑者が収容されている警察署の留置担当に電話照会して,被疑者
可 、

と接見した弁護士がいれば，その氏名,所属弁護士会,連絡先を確認

する。

c弁護士等を特定できない場合等

上記a及びbの調査によっても被疑者が申し出た弁護士等を特定

できない場合や連絡先が不明な場合はノ通知不能として扱い，令状

担当裁判官に報告した上，同行室又は被疑者が収容されている警察

署の留置担当に連絡して,被疑者に伝えてもらう。連絡したときは，

後記(ｳ)のとおり， 「勾留になった場合の通知先等jの所定の欄にチ

ェックを入れて記録化するも

ﾄｲ） 申出通知

①電話による通知

当直の担当書記官は，私選弁護人選任の申出瀞あった旨を，指定され

鯵
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た弁護士等に電話により通知する。電話の際には，必ず受信者の氏名及
・ ノ

ぴ身分を確認し,通知先に間違いがない．ことを確認する6：

なお，留守番電話の場合は，留守番電話のメッセージの内容から相手

方が通知先であることを確認できる場合に限り，以下の録音内容の文言

に従って電話に吹き込む（ただし，弁護士会の留守番電話の場合は，留

守番電話に吹き込まれた質問事項に回答する形式で通知する。 ） 。

＠ 蝋

’

②電話による通知ができない場合

電話がつながらなかったり，留守番電話で相手方が通知先であること

を確認できなかったときは，指定先に宛てた弁護人選任申出通知書（別

紙書式'2の2>及びぞの写しを各'部作成し,原本を｜
■■を使用して,即日通知先に郵送する。

鞍お，通知先の電話番号が不明な場合も同様とする。

㈲「勾留に漆った場合の通知先等」 （別紙書式21）への記載

上記例, (ｲ)の事務処理に遣漏がないかを確認の上， 「勾留になった場合

の通知先等」の「私選弁護人（上記以外）」欄の「即日通知済み」又は｢通

知不能」の口棡にチェックを入れる。さらに，通知済みの場合は通知方法

を○で囲み,通知不能の場合は，留置場所に被疑者への連絡を依頼したこ

とを確認の上， 「即日留置場所に連絡依頼済み｣の口柵にチェックを入れ

る。

(3)茨城県弁護士会に対する当番弁護士も私選弁護人選任の申出の取次ぎの結果，

’

1 蝋

･17‐



1

不受任等通知が送信されてきた場合麹,裁判所保管の不在不受任通知等綴りに編
年体で編てつする。

被疑者国選弁護人選任請求の判断が留保されている場合は，令状担当裁判官に，

電話連絡等適宜の方法で，不受任通知の送信があったことを報告し,選任請求の
要件審査をしてもらう6

国選弁護人を付ず場合，以下の事務処理は, p5 (第1の3(2))以降に同じ。
(4)私選弁護人選任申出通知書等の保管

私選弁護人選任申出通知書(前記(2)ア②～④)：弁護人選任申出通知書写し(前

記(2)イ崎)②)，ファクシミリ送信書!受領書及び｢勾留になった場合の通知先等」
我 は，直近の執務日に勾留事務取扱庁の刑事担当部係に引き継ぐ。●

0

鱗
』

弁護士から電話で不受任等の通知があった場合》電話聴取書(別紙書式15）を作成する。面へ －8戸‐一_一＝了 ＝ －－． －〃, .ｰ一′．一Y=』“1－’、，三一'一~､可.､'．/』聖ﾊwJ‐”。ノー麺~ロ，霞‘日ﾛ卯騨埋雷（万U菰晉式1bノを作灰する｡

24

こ

の場合，書面による通知は，茨城県弁護士会本部事務局から休日明けに刑事部あてに送付される4

- .18



第7 こんなときは。 ｡ 。

､ ｜ ｜または｢却下する』塲合
(') ’

「
‐
■
４
０
’
‐
‐
１
１
１
１
‐
Ｉ
‐
１
４
１
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｉ
ｌ

ｌ
■

L

(2)却下する場合
′

①却下命令（別紙書式’7）を起案し，裁判官の押印を受ける。

②却下命令謄本の被疑者への送達

勾留質問後に交付送達し，送達報告書を記録に編てつする。

当日交付送達できない場合は，刑事施設等の職員を通じて後日謄本が

送達される旨伝達した上,却下命令写しを刑事施設等にファクシミリ送
ノ

信し, ファクシミリ送信書等を記録に編てつする。この場合，却下命令
．’

の謄本1通は，記録.と共に刑事部等へ引き継ぐ。

㈱0号

2被疑者が外国人鋤堀合

これまで述べてきた場合との主な相違点は次のとおり。

(1)使用する書式〔請求書等，国選弁護人選任（解任）通知書，却下命令〕

以下の14言語（以下, 「主要言語｣という。 ）については翻訳書式

（ 「令状関係綴りJ参照)"を使用する23
q目 脳

英語桐語(北京識，韓国朝鮮語ﾀｲ語ぺﾙｼｬ語フｲﾘビﾉ‘タカ｜
”グ)語ｽべｲﾝ語ｳﾙドｳｰ語ベンカル語べﾄﾅﾑ謡ｼﾝﾊﾗ語 ｜ポルI､ガル語“ミャンマー語， ロシア語

25

1 ’ 申述調書（別紙書式11〉の書式ば
、けがある。 、

26 主要言語を使用する被疑者が「読み書きができない」場合等には,通訳人を介して手続教示を
行い,翻訳書式に署名押印を求める。どうしても自分で作成できない被疑者の場合には/申述調書
を作成じ,本人に読み聞かせ,署名指印をさせるほか,同調書に通訳人を介して手続を行った旨を
記載し，通訳入に署名押印させる。

－19‐



(2)私選弁護人選任申出通知書（別紙書式12の1）

主要言語については翻訳書式を利用する。ファクシミ．リ送信の際は；裁判

所からの取次ぎであることが分かるよう， ファクシミリ送信書を使用する2％

(3)勾留質問調書

外国人被疑者国運用の勾留質問調書(別紙書式3の2）を使用する｡

(4)通訳人に関する事務
：

被疑者への権利告知等について,通訳人も了知できるよう留意する題

〃
3被疑者が少年の増合

一一
一口一一T▽←一凸雫▲ ■冒竺 b■ ~姑一

‐一二一.一一一一

i

【身柄拘束の種類による分類】

1 勾留

2 ：勾留に代わる観護措置

3 みな.し勾留

｛

1

一

一■－4－

これまで述べてきた場合との主な相違点等は次のとおり。

(1) 「勾留jの場合

日本人成人の場合と同様に処理する｡

(2) 「勾留に代わる観護措置」の場合

勾留質問調書ではなく陳述調書（別紙書式3の3）を使用するほかは，勾留の

場合と同様に処理する｡

(3) 「みなし勾留」の場合 ノ

ア ｢検察官送致決定の告知手続の場における選任請求」の場合

家裁に連絡する（家裁において処理する。 ）。

イ 「検察官送致決定の告知手続後における選任請求」の場合

（ｱ）処理すべき裁判官～

少

2ア 同書式の使用要領については,■■■■■■■の平成18年9月29日付け刑事局~課長,家
庭局二課長「外国人事件に使用する私選弁護人選任申出書について」 （事務連絡）参照。刑事施設
等で利用している■■■■■■■■■■■■■書式の標題は｢私選弁護人選任申出書｣ となる。
28 主要言語については,■■■■■｢勾留質問を受けるみなさんへ｣及び｢弁護人の選任について」
と題する翻訳文が備え置かれているが，それ以外の言語の場合は,通訳入を介しての説明のみとな
る。

20．



検察官送致決定を行った家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所

（支部を含む。 ）又は簡易裁判所の裁判官23

(ｲ）請求の際に提出されるべき書類(p7 (第2の1①b関係) )

a観護措置決定（又は観護状）謄本及び観護措置更新決定謄本写し3，

観護措置がとられたこと及びその対象となった事実を確認ずる。

b検察官送致決定（いわゆる逆送決定）謄本写し

決定があったこと及びその対象となった事実を確認する（ 「罪とな

るべき事実」 3Jがみなし勾留の事実となる｡ ） 。

c告知調書謄本写し

罪となるべき事実及び勾留事由（刑事訴訟法60条1項各号）が告

知されたことを確認するも

(ｳ） 要件審査等

①請求書等記載の「事件名」 と検察官送致決定写し又は告知調書写

し記載の罪名，罪となるべき事実，勾留要件等を確認する32.

②私選弁護人が選任されていないことの確認

みなし勾留の場合,少年又は保護者が選任した弁護士である付添人は，

検察官送致決定により弁護人とみなされる。したがって）告知調書に付

添人の記載がある場合には,これが少年又は保護者が選任した弁護士で

伽（

(〉 伽
一 一→一色一

29 刑訴規280条の2第1項｡ただし，少年の身柄が同地方裁判所の管轄区域外に在る少年鑑別
所又は刑事施設に収容された後の請求の場合には,請求先の裁判所は当該地裁(又は簡裁)ではな
く, 当該収容場所の所在地を管轄する地裁（又は簡裁）の裁判官（刑訴規280条の2第3項)。
したがって,仮に,自庁の管轄区域外の少年鑑別所又は刑事施設に収容ざれている被疑少年から同
選任請求があった場合には請求先の誤りとなるので，その旨裁判官に報告する。

80 勾留状(謄本）の写しは添付されない。80

31
，告知調書で

確認する。なお，勾留の起算日は，検察庁が当該事件を受理した日（逆送決定に押印されている検
察庁の受理印から確認できる｡）である。
32 少年法等の一部を改正する法律の施行（令和4年4月1日）により，①罰金以下の刑に当たる

犯罪であって,②司法警察員から検察官に送致された時点の被疑者の年齢が18歳以上であり，③
法施行後の行為であれば,勾留請求が可能となる。また"要件としても,逆送決定を受けた特定少
年である被疑者は,やむを得ない場合でなくとも勾留状の発付が可能となった点に留意する(令和
4年3月8日付け刑事局第三課長,総務局第三課長，家庭局第一課長「少年法等の一部を改正する
法律の施行に伴う刑事手続における事務処理上の留意点について」 （事務連絡) .参照)。
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ある付添人かどうか，辞任しているかどうか"等，裁判官に報告し，刑

事施設等に確認するか指示を仰ぐ。

ウ資力が50万円以上で,私選申出をしていない場合

私選申出先の弁護士会として，茨城県弁護士会を教示する。

なお，少年の身柄が管轄区域外に在る少年鑑別所又は刑事施設に収容さ

れた場合,私選申出先の弁護士会は,収容場所の志在地を管轄する地裁の
管轄区域内に在る弁護士会となる‘4。

〃
4弁瞳人から複数選任の申立てがあった場合

ある事件で既に選任された被疑者国選弁護人から,同一事件について複数(更

に一人）の弁護人を付されたい旨の申立書が提出される場合がある（死刑又は無

期の懲役若しくは禁銅に当たる事件の場合（刑訴法37条の5） ） “

この複数選任の申立てがあった場合，以下の事務処理のほかは「勾留後の選任

請求」 (p7 (第2の2)以降）に準じて処理する。

(1) 申立書を確認する｡‐

a 当該事件の国選弁護人からの申立てか(選任書写しが添付されていない場

合には,上訴申立等記録簿(当該事件の備考欄の記載)又はmで罐認
する。） 。

b 当該事件が亜X熈蛙蕊遡の懲役若しくは禁銅に当たる事件か35.

c複数選任を求める理由の記載があるか。
ノ

d受任を内諾している弁護士名の記載があるか。

e被疑者が釈放されていないか,勾留場所の留置担当者に電話で確認する。
(2) 裁判官への報告

少

33 法律扶助による付添人の場合は，検察官送致されると辞任する場合が多い。
34 刑訴規280条の3第2項｡ただし，管轄区域外に収容された少年からの選任請求は，収容場
所の所在地を管轄する地裁又は簡裁の裁判官に請求されるので,同選任請求を水戸で取り扱うこと
はない。

35傷害致死（刑法205条)，危険運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰
に関する法律2条1～6号)等にように，裁判員裁判対象事件であっても，被疑者国選弁護人の複
数選任の対象事件ではないケースがあるので，注意を要する。

･22．



～

裁判官に上記(1)aないしeを確認してもらうとともに，複数選任の要否を検討
してもらう。

(3) 地方事務所に指名通知依頼を行う際は，指名通知依頼書の備考欄に以下の点
を記載する。

a.複数選任の申立てである旨

b受任を内諾している弁護士名

5即決裁判事件によることの同意確麗のための選任購求の襲合a

蝋（
〔短期1年以上の懲役君

ら即決裁判手続による

捜疑者が．同音存すろうの確謬4房･求淵

(1)書類の受領

フアクシミリ送信される書類のうち， 「請求書等jの様式が異なること，

｢証明書(別紙書式,9)」が加わること以外は;基本的にp7(第2の1)に同
じ。

(2)受付事務

ア受付手続

P4 (第1の3(1))に同じ。

イ要件審査等”

①請求書等の書式が即決裁判用(別紙書式’8）か確認する｡

②即決の場合に当たるかどうか,罰条を確認する。

③請求書等の「3 資力申告」欄の合計金額が50万円未満か確認す

る。50万円以上の場合,不受任等通知が添付されているか確認する。

『 【資力合計が50万円以上・不受任等通知なしの場合･･pl3(第6)参照。

㈱（

36 即決の場合においては， 「勾留されていること」は要件ではない。
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ノ

ただ上，勾留質問手続に関する記載を除くほか， 3行目の職判官が，被疑

者に対し」を｢裁判官の指示により，被疑者に対し，刑事施設等の職員を通じ

て」と読み替える。 】

④私選弁護人が選任されていないか。

刑事施設等の職員が私選弁護人選任を覚知している場合は，請求書

等の取次ぎの際に適宜の方法で通知される。

⑤証明書が添付されているか確認する。

証明書がない場合は検察庁に確認する6同意確認中と判明した場合は”

その旨の電話聴取書を作成し，記録に編てつする。

<3）裁判官への報告（裁判官による要件審査）

(4)要件審査後の事務

裁判官の指示により国選弁護人を選任する場合，以下の事務処理は, p5 (第1

課

の3(2)）以降に同じ。
eDUPcP■｡■■●■■Dpqで■■Gﾛ■e■0○●●■●94q◆合◆や守■■わりCD哲●p■0 ●509“4C■■丙･■の■■■■■qDOqj■｡■p今◆◆6t己も｡｡｡①

◇■■■■■､却下す･る場合◇■■■

1

-･pl9 (第7の1)へ

鱗
〆

ー

‐24．



垂 季

(別紙）

被疑者国選弁護人選任談求事件等の手続きの流れ

冑
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１
字
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Ｂ
ｂ
ｂ
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Ｂ
Ｉ
ｂ
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Ⅱ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｉ
Ⅱ
０
１
■
日
日
！
■
Ｈ
Ｐ

資力50万円未満

〃資力50万円以上だが

不受任通知あり

手続進めて選任
【第1の3(2)～(4)】|今’

I
被疑者国選
鱗求する

【請求の形態】
資力50万門以上
かつ

不受任通知なし
餓選弁腰人選任申出宋了)

Ⅱ
〃
６
８
Ａ
Ｌ
哩
局
皿
ｑ
宮
口
１
■
乃
止
伽
１
０
．
■

ｊ
Ｌ
山
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Ｉ
ｐ
－
０
４
Ｊ
１
■
４
Ⅱ
ｑ
１
Ｉ
１
ｊ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
１
ｕ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
■
ｄ
ｊ
ｑ
ｑ
ｄ
ｑ
ｑ
Ｊ
１
Ｉ
。
’

、
一

｝
一

’ 勾留質問の際にイ■■,私選弁護人選任申出さ
せる｡【第6の1(1)】
※1

(勾留質問室に■■■■）

私選弁護人が受任
. ・・しなかった場合.弁
護士会からその旨
・の霧類(不菱任通
知>が本人に渡され
るので,同撰類を添
付の上‘再度被疑
者国選の請求をして
もらうことになる

一受 、

②勾留質問時の
選任請求【第~I】

Ｐ
』
ｈ
ｌ
Ｉ
■
■
４
卜

仏
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｈ
；
ｂ｛

’欝設等の職員を通じてロー－J刑事施設等を通じて私選弁護人選任申出をし
てもらう.【第6の1(1)】

③勾留後の選任
請求【第2】 」

皇シ今

一 =－4 ー■－－L ＝ ■ ■一町 甲 弓君 品■口宇■ｰロー～■

1 ’ i I
私選弁護人選任申出の
取り次ぎ【第6の2]※2

一美

－
画 － ■一 一一一 ■一 L ゴニー一

一

ロ

司

※T被疑者がﾛ－ －－ I場合には.裁判官の指示により,選任請求を却下する場合もありうる｡
※2茨城県弁護士会では,身柄を拘束されている被疑者から｢当番弁護士による接見申出｣又は｢私選弁護任選任申出』があった場合には,いずれの申出であっても, 1
回に限り，当番弁護士兼私選弁護人候補者として無料で接見する取扱いとなっている。

私選弁護人選任申出’
(当番弁護士の申出を含む｡）

をする~顎爵著薗質
諦求しない

私選弁護人選任申出
(当番弁護士の申出を含む｡）

をしない



別紙書式1

（被疑者国選弁護・通常事件用）

国選弁護人選任請求書･資力申告書

裁判官 殿

※該当する箇所の口印にし点を付け，必要事項を記入して作成してください。

(注意） 3に記載した合計欄の金額が50万円以上である場合には， この書面を提出して国
選弁護人の選任を請求する前に，必ず，茨城県弁護士会に対して,私選弁護人選任の
申出をずる必要があります。

1 次の事件について， 2に記載した理由により私選弁護人を選任することができな
いので，国選弁護人の選任を請求します。 ’

事件名

2理由

※(2)ア又はイの口印にし点を付けた場合で，茨城県弁護士会から通知霊を受け取っ
ているときは,この請求書と一緒に提出してください。． ’

□（1） 貧困のため

□(2) 令和一年一月一日，茨城県弁護士会に対して,私選弁護人の選任を蝋申し出たが，次の理由から選任することができなかったため，
ロア茨城県弁護士会から弁護人となろうとする者の紹介を受けられなかった。
ロイ紹介された弁護士に弁護人の選任の申込みをしたが拒まれた。
，ロウいまだ茨城県弁護士会から連絡がない

□③[その他鵬由｛具体的に割て淵だ抑: ’ ）

（

3資力申告

私の次の資産の合計額（資力という6 ） と内訳は,記載したとおりで間違いあり
ません。

(注意） 裁判官の判断を誤らせる目的で，その資力について虚偽の記載をした場合は, 10
万円以下の過料に処せられることがあります。

内訳 現金
金融機関に対する預貯金
社内預金等
金融機関の自己宛小切手
郵便為替

無
無
無
無
無

□
□
□
□
□

く
く
く
く
く

約
約
約
約
約

↓
・
↓
、
↓
↓
↓

宣
有
一
有
一
直
直

ロ
ロ
ロ
ロ
□

円）
円）
円）
円）
円）

(=＞ ●幽■

ー

合計 約 円
※金融機関に対する預貯金とは,預金のほか,郵便貯金又は農業機同組合j農業協同組合連合会,漁業協同
組合，漁業協同組合連合会，水産加工業嬢同組合若しくは水産加工業協同組合連合会に対する貯金のこと
です。 ．

※鮎蜜潭鑛畠Iも_蝿煮艇量箪場合I報蝿駈有者)に蛎夛る貯蓄金又は公務員共済組合,公務員共済組
合連合会若し．くは日本私立学校振興・共済事業団に対する貯金のことです。 、

令和 年 月 日
一一一

氏名
（

印
劉日
ロ
。
｜
月
一

｜

一
年

●■ー■■ー0口･ロー■････ ‘■ーq■･ロー鹿■ー■ロウー■1■ー■‐ﾛ■■■■■ーﾛ■』■一.■‘･ローQDO■一口埠一■■･ﾛ■■■0■OD 0 D pD8■ ,■｡~ ●D･ロ
■

①

ﾛ 0 J｡ ． 勺 、 0

※以下の欄は、留置担当官､刑事施設・少年鑑別所の職員が記入してください。 、け

1 ．添付書類 □勾留状･告知調書等の写し 口不在・不受任通知書
2取調べ担当検察官所属の検察庁
3留置・収容場所

一ユ ー

4国籍 ， 言語 、語

5他事件での国選弁護人選任の有無口無 口有 （弁護人名 ）



別紙書式2①

令和一年一一月一 日

水戸地方裁判所御中

茨城県弁護士会

通 知 書

口被疑者口被告人 から別紙私選弁護人選任申出書のとおり

当弁護士会に私選弁護人選任申出があり，

令和 毎 月 日別紙通知書のとおり通知しました。

〃

噂

ノ



－

別紙書式2②

令和一年一月｜ヨ
茨城県弁護士会御中

氏名

(溌報一年一月一日生） （男.女）
収容場所 警察署留置場

（連絡先： ）

私選弁護人選任申出書

私に対する下記の被疑事件について，私選弁護人選任の申出をします。
記

1 口逮捕日 ／口勾留日令和一年一一月一一一日

（
鱒

※送致予定の(送致した)検察庁水戸地方検察庁（口本庁口土浦支部口下妻支部）
※勾留されている場合には，勾留日の前の□にし印を記した上.で勾留された日を記入して下さい。
逮捕されてまだ勾留されていない場合に･は逮捕日の前の□にし印を記した上で逮捕された日を記
入しでください。

2 罪名・罰条

※逮捕・勾留された事件の罪名・罰条を記入して下さい。
3 添付書類

口有り 口無し

一・ー･↑■D･･ﾛ･･一?一●戸●一・~･一●一・一・一●一・ー｡＝.ー．■●'■･●－．－合一■一・一m一・一・一・一●一・一・一・一・一口一・一●ｰ･･■･ローoｰ･一・一・一・一●一・一・－．一・一一一・一●一・一・一●一･･■－．－●－.↑ｰ●－．－.‘ﾛﾛ●,■､､一・
（以下は，弁護士会が通知をする際に記入する欄です。 ）

1
令和－－－年一月 日

申出人 殿

茨城県弁護士会

通 、知書

貴殿からの上記の私選弁護人選任申出について， レ印を記した事項を通知します。

口当弁護士会が貴殿の弁護人となろうとする者として紹介した 弁護士
は，貴殿の私選弁護人として受任しませんでした。

※ この欄は被疑者から私選弁護人選任申込みがあったときに使用しま,す。

口 当弁護士会には，貴殿の弁護人となろうとする者がいませんでした。
※国選弁護人選任請求をする際には， この書面も提出してください。

（
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裁判官認印

勾留質問調
室
巨

被疑者

被疑者に対する
令和 年 月 日 裁判所において，

‘ 裁 判 官
裁判所書記官

立ち会わせて,被疑者に対して次のように質問した。
問氏名，年齢，住居及び職業について述べてください。
答勾留請求書記載のとおり

被疑事件について，

巾
当
り
ぴは
を

繊
裁判官は，終始沈黙し，又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
勾留請求書記載の被疑事実を読み聞かせた｡
問検察官からこのような事実について勾留の請求があったが,これに対して何
か述べることはないですか。
答

裁判官は,弁護人選任権を告げ, ‘弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護
人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示し，また，国選弁護人選
任請求権を告げ，弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならな
い旨及びその資力が基準額以上であるときは》あらかじめ，茨城県弁護士会に弁護
人の選任の申出をしていなければならない旨を教示し，勾留した場合の通知先を尋
ねたところ，
答勾留通知先は

■

以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指即をした。

被疑者 印

前同日同庁

裁判所書記官
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(外個人略）

裁判官認伺j

勾留質問調
垂
冒

被疑者

被疑者に対する

令和 年 月 ｜ I 裁判所において，
裁 判 宮

裁判所書記官

立ち会わせて，被疑者に対して次のように質問した。

問氏名，年齢，住居及び職業について述べてください［
答勾留請求書記載のとおり

被疑事件について

■け
を

（ 脳

裁判官は，終始沈黙し，又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告け，
勾留請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。

問検察官からこのような事実について勾留の請求があったが,これに対して何
か述べることはないですか‘
答

裁判官は,弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護
人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示し， また，国選弁護人選
任請求権を告げ，弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならな
い旨及びその資力が基準額以上であるときは， あらかじめ，茨城県弁護士会に弁護
人の選任の申出をしていなければならない旨を教示し， 勾留した場合の通知先を零
れたと､ニろ，

答勾留通知先は 微(‐

以上②とおり読み間かせたところ， 相違ない旨申し立て署名指印をした。

被疑者 印

この手続きは,通訳人 を介して行った

前|司E同庁

裁判所書記官
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裁判官認印

陳述 書調

被疑少年

被疑少年に対する

令和 年 月 日 裁判所におし

裁 判 官

裁判所書記官

立ち会わせて，被疑者に対して孜のように質問した。

闇氏名，年齢，職業及び住居はどうか。

答観護措置請求書記載のとおり

被疑事件について，

､て，

は，
坐

極

〆 裁判官は，終始沈黙し，又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，

観護措置請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。
問検察官からこのような事実について，勾留に代わる観護措置の請求があったが，
これに対して何か述べることはないか。

答

裁判官は,弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護

人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示し， また，国選弁護人選

任請求権を告げ，弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならな
い旨及びその資力が基準額以上であるときは，あらかじめ，茨城県弁護士会に弁護

人の選任の申出をしていなければならない旨を教示し：少年鑑別所に収容した場合

の通剣先を尋ねたところ，

答観讓措置通知先は

鱗
以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした‘

被疑少年 印'

’

前|司|ヨ同庁

裁判所書記官

●

０
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（ ㈱

欄（

被疑者国選弁腫人選任舗求記録
一

水戸地方簡思 裁判所
記 番 号 令和 年(記）第 号 申立日 ’ 令和 年 月 日

●
１
１

裁 判 官 書 配 官

事 件 名

'

被 疑 者

刑事収容施設ロ茨城県 警察署留置施設 口 拘置支所
ロ水戸刑務所 ロ水戸少年鑑別所

※外国人の場合 唇鮪 壹謹 ま

検 察 官
（ 口即決同意確認 ） 内鍵

手
続
進
行
状
況

添
付
書
類

私
選
紹
介

不
在
不
受
任
通
知
零

個
別
照
会

口勾留状・告知調書写し

口不在・不受任通舞

口即決裁判手続の同意確認i↑'である
ことを証明する書面

屯 ●

□’ ）

(裁判所において喪理した場合のみ〉

弁護士会への連絡□Tel DFax

※休日口連絡メモロ通知書写し交付

ロ有（口不在ロ不受任ロその他）

ロ無

□Fax DTel ロ使送

休日電飴のみの壊台の通知荏の進完（口有□無）

検察官・弁護士・被疑者

刑事収容施設・その他 （ ）

賑全令 ・ 口F急xDTel｡凸､■一■

鰯限令 ． ．

回答 口有 D無

手
続
進
行
状
況

結
果

結
果
通
知

保
存

口裁判官による要件審査

指
名
通
知
依
頼

令 ・ ・ 依頼

ロ茨城 ロ東京

□事前Tel DF8x 口受領書受信

指
名
通
知

。●
〈
や

ロ茨城 ロ東京

口事前Te1 DFaX 口受領書送信

令

口選任

(氏才, ： ）

U却下 口任意の撤回

□その他（ ）

弁護人 DTel E瀦啓

被疑者 D1e] UFax送信/口受頒警受信
(収容警察悪） （ロ交付．特送）

センター □T心) CFax送信,/口受領書受信

検察官 [1 .｢隙1 口F圏x送信/ロ受領書受信

始粥 令和 年 月 日

終粥 令和 年 月 日
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被疑者国選弁醗人選任手続にかかるチェック票

※記録表紙の次に編綴し』書面の作成の都度ﾁｪｯｸする6

歩

■
■
■

■
■
■
■
■

鉢』

鶚続、 俸騨顎篝
伊 g ｳ

点検箇所
.･電.タ2 ざ 好r"麓:.".蕊嬢簿童貞篝：伊

査

h qG

■

ずG Gc

ふ； ’ ．

チェック
q ●

．◆ロも。

①
受
付
時

配録表紙

裁判所名

記番号
■

被疑者名，

事件名，
収容施設

･当日の担当裁判官により『地方｣｢簡易｣を確霞

･請求書･資力申告書の受付番号を確認

･添付の勾留状写し等により確認

②
指
名
通
知
依
頼
時

■

グ

0

国選弁護人候
補者指名通知
依頼書．
<ﾌｧｸｼﾐﾘ送
信書も同じ）

裁判所名

宛先

通知回答
期限，
依頼日

番号

被疑者の
氏名，
生年月日，
勾留場所，

勾留日，
事件名， ‘
(通訳言語)′

連絡事項

■p

P

．受け付けた裁判所名と合っているか(勾留と被疑国の受付裁判所が異なる場
合■■■印刷時に変更しているか)‘当直裁判官に受付裁判所の辞令(地裁or
簡裁)があるか

9 ｡ ■

･平日日中は｢茨城地方事務所｣,休日は『東京地方事務所｣を確麗，

● ■ ■

，日付に間違いがないか(依頼日斌当日の日付になっているが通知回答期限が
依頼日の翌日の日付になっているか）

.(記)番号は請求書･資力申告書の受付番号で確認

･添付の勾留状写し等1号より確認

8

(←日本語に通じない外国人の場合『通訳言語｣を確認）
a ● ■

･記録等から明らかなものがあれば龍入

③
選
任
時

国選弁謹人選
任書

番号．

弁護士

被疑者名
事件名

日付

裁判所名．

裁判官名

｡(記)番号は請求霧･資力申告書の受付番号で確謹

．法ﾃﾗｽから送付された｢国選弁護人候補者指名通知書｣の｢氏名｣を確麗(所属
●

事務所名と間違えないように） ．
r ■

凸 ■

･被疑者名や事件名の遡酪がないか.勾留状写しや購求書･賀力申告書等記録
から確擢

■

･裁判官の決裁印の押捺日と合っているか。

。②の裁判所名と合っているかを確認
U

･上記裁判所の辞令を持っているかを確認
』 0

’

④
選
任
通
知
時

国選弁護人選
任通知書
(ファクシミ'j按

信書も同じ）

番号

宛先

日付

裁判所名

弁護士
氏名

事務所又
は住所 旬

1号,2号
の別

･(漣)番号は請求書･資力申告書の受付番号で確認
０
■検察官あて:勾留購求時の検察庁名になっているか。
･被疑者あて:添付の勾留状写し等により確溌(ﾌｧｸｼﾐﾘ送信書は収容施股の
長あて） ，
．法テラスあて:平日日中は｢茨城地方事務所｣,休日は『東京地方事務所」

･選任通知害は選任日,ﾌｧｸｼﾐﾘ送信書は送信日 、

．③の裁判所名と合っているかを確認
P

．法ﾃﾗｽがら送付された｢国選弁護入候補者指名通知書｣の｢氏名｣を確認(所属
事務所名と間違えないように） ‘

6

｡法テラスから送付された｢国選弁護人候補者指名通知書』の｢事務所所在地』を
確露． ． ‘

P ｡

｢国選弁護人候補指名通知書｣の｢総合法律支援法第39条第2項に掲げる国選
弁護人契約弁護士の別』欄に配載された粂文と一致しているかを確認
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国選弁護人候補指名通知依頼書

ヨ 湿羽IF

(＝

国選弁護人候補指名通知書

型（

－－－－一一｡÷一一

ｈ
■
■
０
■
■
日
■
Ｉ
■
９
一

一
代
決
者
一

一
１
１
■
日
日
Ⅱ
日
日
■
６
■
Ｉ
’
’
１
ｂ
ｌ
１
０
Ⅱ
０
，
４
↑

？「|法テラス

’1

／
承
諾／

三

打
診
一
！
‐
ｉ
一

担
当
者

上
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｙ
０
■
０
Ⅱ
Ｕ
一

１
１

通
知
／

－■■一一

－一一一二一一 コ垂 一一凸一一

日本司法支援センター東京地方事務所御中

進行番号 通知回答期限 令和 年月日 依頼日 令和年月日

被
疑
者

事
件

ノ

－万雷r~T－恵一－－－丁一一

生
年
月
日

令和年月日生

’
1－
事件名 画

通
駅
言
語

令和年月日 令和年繍第号
ー

国選弁護人

選任鯖求の別
11蝿瀞37条の2

連
絡
事
項

国
選
弁
護
人
候
補

氏名

;住所又I
．
》

所属弁護士会名

絲合抜律喪扱接続制

e象溌2喉に提;繋罰

IZj選i･漣,'､契約7i蕊

.l .gﾘ別

〒

TEL FAX

弁護士会

心総合法律支援法第39桑第2寝策］号

ロ総合法律支援法第39条第2項第2号
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令和 年月 日●

ﾌアクシミリ送信書

日本司法支援センター東京地方事務所御中

水戸 裁判所

裁判所書記官
電話
FAX

令和 年（記）第号国選弁護人選任請求（被疑者
いて，下記文書を送付します。

記

1 国選弁護人候補指名通知依頼書 1通

2勾留状写し 1通

”
）にっ

’

以上

※なお，受信された際は,速やかに下記の受領書を返信していただくよ
うお願いします。

■
６
■
■
ｂ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
ｇ
巳

旬

I

令和 年月 日

受 領 書

水戸 裁判所

裁判所書記官鱗
殿

日本司法支援センター東京地方事務所
担当者

電話

＃

ｰ

FAX

上記文書正に受領しました。
1

1

－

－
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令和 年（記）第 号

国選弁護人選任書

茨城県弁護士会所属
凸

弁護士

'

上記の弁護士を被疑者

選任する。

に対する 被疑事件の国選弁護人に
」

／

／
Ｉ
増 輪

令和 年 月 日

裁判所

裁判官

（ 槻
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令和 年,(記）第

被疑者

被疑事件

号

令和 年 月 日

水戸地方検察庁検察官殿

裁判所

裁判所書記官

〆 国選弁護人選任通知書

頭書の被疑事件について，下記の弁護士が，国選弁護人に選任されたから通知し

ます。

記

弁護士氏名

事務所又は住所 〒

.TEL

FAX

茨城県弁護士会

(総合法律支援法第39条第2項に掲げる国選弁護人契約弁護士の別）

総合法律支援法第39条第2項第号

微
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令和 年（記）第

被疑者

被疑事件

号

令和 年 月 日

被疑者 殿

（※法テラス宛の場合は， 「日本司法支援センター東京地方事務所御中｣）

裁判所

裁判所書記官

＃

qロ 隙

国選弁護人選任通知書

頭書の被疑事件について，下記の弁護士が，国選弁護人に選任されたから通知し
ます。

記

弁護士氏名

事務所又は住所
一

T

TEL

FAX

茨城県弁護士会

鱗q

－
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令和 年月日

ファクシミリ送信書

水戸 検察庁検察官殿

茨城県 警察署長殿

日本司法支援センター東京地方事務所御中

水戸 裁判所

裁判所書記官

電話‘

FAX
蘭

令和 年（記)第 号国選弁護人選任請求（被疑者

いて，下記文書を送付します6

記

国選弁護人選任通知書 1通 以上

）にっ

※なお，受信された際は，速やかに下記の受領書を返信していただく
よ'うお願いします。

令和 年 月 日

受 領 書

鯵一 水戸裁判所

裁判所書記官殿 ノ

水戸 検察庁

茨城県 警察署長

日本司法支援センター東京地方事務所
担当者

電話

FAX

□
□
□

上記文書正に受領しました。
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㈱（

鋲（

■ ~

ファクシミリ送信書

水戸地方裁判所下妻支部・下妻簡易裁判所

担当者 殿

水戸地方，水戸簡易裁判所（当直）

裁判所書記官

電話

FAX
／

■ ｡

令和 年月 日

一
一

令和 年（記）第 号国選弁護人選任請求（被疑者 ）につ
いて , 下記文書を送付します。

記

1 国選弁護人選任請求書・資力申告書 通
、

2弁護人不在，不受任通知 通

3 勾留状の写し 通

4 同意確認に関する書面 通 以上

※なお，受信された際は，速やかに下記の受領書を返信していただくよ
うお願いします｡．

受 領書
Q

■

水戸地方・水戸簡易裁判所（当直）

担当者 殿

貴庁の令和

令和 年月 日

水戸地方裁判所下妻支部・下妻簡易裁判所（当直）
担当者

電話

FAX

▽

年（記）第 号国選弁護人選任請求（被疑者 ）に

ついて，下記文書正に受領しました ◎

記

1 国選弁護人選任請求書・資力申告書 通

2弁護人不在q不受任通知

3 勾留状の写し

通
通

4同意確認に関する書面 通 以上
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令和 年 月 日

水戸地方裁判所下妻支部。下妻簡易裁判所御中

水戸地方・簡易裁判所（当直）

裁判所書記官

送付書

当庁令和 年（記）第 号被疑者国選弁護人選任請求事件（被疑者

について，一件記録1冊を送付します．

錫 ）

隣

』
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裁判筥．

認 印金和○○年（記）第○○号

申 述 調 書

－二 一

↑
９
‐
１
１

↑
一一

令和○○年○○月○○日
● C

水戸口地方口簡易裁判所
作 成

裁判所書記官○ ○
一マー? ○ ○ ④

－－－ マニ

－J

者， ○・○○○

事件， ○○
････一一一･ ‘ . ．↓

被 疑
一一一L一

被疑
蛸（

－－－ － －

申述をした年月日 令和○○年○○月○○日

申述をした場所水戸ロ地方口簡易裁判所勾留質問室申述をした場所｜ 水戸ロj

申述を受けた豪砺i~水戸□」
裁 判 官○○○

裁判所書記官OOO

口地

■T マロコロー

－一一

方口簡易裁判所

○
○

一一

－

－－－凸一

一凸｡ 一一一一一勺 一一 － U － －

た者。 被疑者
一一

一一
－－画一

一
一
剛
－
１
’

－

一一一

ノ

マF－－

－ﾏー
－

一一一

今一

一－→－－－

－－

－一 ÷

令和○年○月○日茨城県弁護士会に対して，一一一一一 黒弁護士会に対して， 私選弁護人の選任を
欄（

のう巽拝〃.〕唾
一－－ー

ので。国選弁誇入り一一一－

・項同呵廷フ ケ．J◎ ‘ ・ ．

の資産の合計額は，金70万円でホ

－

2
－ 一 当費者金融に約金4

(以下省略)

－

一一一 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一 一一一一冬 一 一

以上の
－

受疑者 ○ ○ ○ ○

I'印
、

、

＝－ －■
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令和 年 月 日

茨城県弁護士会御中

水戸○○裁判所

裁判所書記官

私選弁護人選任申出通知書

被疑者 男。女

年 月 日生

被疑者に対する下記被疑事件について,被疑者から私選弁護人選任の申出があったので通
知します3

記

罪名・罰条

勾留場所

年勾留日 令和 月 日

〃

や－，－ －ハーー一一一一一一
一一一一一一一一一 －－－－

(以下は，弁護士会が通知をする際に記入する欄耐-｡）

令和一 年 月 日

鯵
申出人 殿

，茨城県井護士会

通 知 書

貴殿からの上記の私選弁護人選任申出について，レ印を記した事項を通知します。
口当弁護士会が貴殿の弁護人となろうとする者として紹介した 弁護士
は，貴殿の私選弁護人として受任しませんでした。

※この欄は被疑者から私選弁護人選任申込みがあったときに使用しまず。

口当弁護士会には，貴殿の弁護人となろうとする者がいませんでした。
※国選弁護人選任請求をする際には， この書面も提出してください。



▽

別紙書式1.2の2

(弁護士個人9弁護士法人・県外弁護士会用）

令和 年 月 日

弁護士一

弁護士法人

殿

御中
一

御中弁護士会

水戸 裁判所

裁判所書記官
'

蝋弁護人選任申出通知書ｆ
、

罪名 被疑者 男・女

明治・大正

年 月 日生
昭和・平成

(国籍 言語 ）

貴 殿

上記の被疑者に対する頭書被疑事件について，被疑者から貴弁護士法人を指定

貴弁護士会

裸に

して,弁護人選任したい旨の申出があったので通知します。
、 を

拘置支所

同被疑者は，令和 年 月 日から

茨城県 警察署留置施設

に勾留中です。

（
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(被疑者国選請求事件用）
》
」 連 絡

口被疑者か ら国選弁護人選任請求豊・資力申告書の提出は量けておりませんので，

接見に来た弁護士からの不受任通知（もしくは弁護士会からの不在通知）を受け

た場合には，国選弁護人選任請求の手続を進めてください。

□‘被疑者か ら国選尭護人選任請求書 ‘資亙閾告書の提出を受け 処理を保留して

緋 鐙且重土ので，接見に来た弁護士からの不受任通知（もしくは弁護士会からの不

在通知）を受けた場合には，その不受任通知書等を裁判所あてファクシミリ送信
してください。

なお，私選弁護人選任届が提出された場合には，できるだけ裁判所にご連絡いた

だけるようご協力をお願いします。

水戸地方・簡易裁判所

漆
ソ

ノ

ー
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（被疑者国選非請求事件用）

令和 年 月 日

留置担当者殿

ご 連 絡

口私選弁護人選任

被疑者は，本日，勾留質問の際に を申し出ましたの
口当番弁護士による接見 鯛

で,弁護士が被疑者との接見に訪れた際は,私選弁護人選任申出通知書の写しを弁

（

護士に交付してください。

水戸地方・簡易裁判所

ダ（
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凸

’令和 年 月 日

’ファクシミリ送信書

茨城県弁護士会御中

水戸 裁判所

裁判所書記官

電話 /FAX

の勾留に関する処分について,下記文書を送付します。

、 記

私選弁護人選任申出通知書1通

以上

１
１
■
■
Ｐ
ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
！
１
１
１
‐
州
４
４
１
１
１
１

被疑者

参

｜
I

l
I
h

l
I
M

I
I

※なお，受信された際は，速やかに下記の受領書を返信していただくようお願い

し｡ます･
●
勺

一 口ー－

令和 年 月 日

受 領 書
水戸 裁判所

裁判所書記官殿

茨城県弁護士会

鱗
担当者

ヤ

電話

炉

/FAX
壱

I

’ 上記文書正に受領しました。

’

1
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簡易

水戸 裁判所 支部
地方

令和.一年(記）第_－－号口記番号なし

記番号

被疑者
一 一一

電話聴取鱈'

（ 鯛聴取日時， 令和一二年一月一旧（__皇）午前・後一一一一時一 分

地検

口茨城県弁護士会弁護士口水戸 検察官 ・検察事務官
区検

東京

ロ日本司法支援センター 地方事務所
茨城

ロ茨城県一一一-－．－－－警察署留置管理課口水戸拘置支所
口水戸少年刑務所口水戸少年鑑別所□その他（
発信取扱者〔

水戸 裁判所 支部 裁判官
受信取扱者〔

発信者

）

〕 、

あて先

③〕

標 題

聴取内容 裸
一一一一一e一子－－，－－－●一一一一一一一一一一一一 句甲 1凸－－00 ■p－－－←､－ ■－0● ■~ b 角一一・一■･一一一一寺 今 ■ の一一二

（

口頭善被疑者の申し出に基づき，茨城県弁護士会から派遣され,同被疑者と接見しま
したが，同人からの私選弁護人選任の申込みを拒みました｡正式な通知書は休日明け
にファクミシリ送信します｡ ；

口茨城県弁護士会から頭書被疑者の弁護人となろうとする者として弁護士
が接見に来ましたが，同人から不受任通知がされました。
□

裁判官

認印
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勾留（請求）年月日 令和 年 月 日

簡易

口水戸 裁判所令和 年（記）第 号
地方

記番号

事件名

鯵 撤 回 書

簡易

水戸 裁判所

地方

裁判官殿

今和 年

より撤回しま-ｳｰ，

月 日私が請求した頭書国選弁護人選任請求は，都合に

令和 年 月

鉾一
日

／

證塞萱(被疑者） 國

裁判官

認印
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令和 年（記）第 号

国選弁護人選任請求却下命令

被疑者

年 月 日生
金

）(勾留場所

被疑者に対する 被疑事件について，令和 年 月 日

被疑者から国選弁護人選任の請求があったが，下記 の理由により， これ
を却下する｡

記

1 貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとは認められない。
2被疑者が選任した弁護人があるb

3被疑者以外の者が選任した弁護人がある。

4被疑者が釈放されている。

5 資力が基準額以上であるが， あらかじめ，刑事訴訟法第37条の3第2項に規

定する弁護人選任の申出をしていない。

6資力申告書を提出していない。

（ 轍

令和 年 月 日

水戸○○裁判所

裁判官

繊ｆ
、
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（即決裁判によることの同意確認用）

国選弁護人選任請求書・資力申告書

裁判官 殿

※該当する箇所の口印にし点を付け，必要事項を記入して作成してください。

(注意） 3に記載した合計欄の金額が50万円以上である場合には， この塞面を提出して国
選弁護人の選任を請求する前に，必ず，茨城県弁護士会に対して，私選弁護人選任の
申出をする必要があります。

1 次の事件について，検察官から即決裁判手続によることについて同意をするかど
うかの確認を求められたが， 2に記載した理由により私選弁護人を選任すること
ができないので，国選弁護人の選任を請求します。

事件名
一一

理由

※(2)ア又はイの口印にし点を付けた場合で，茨城県弁護士会から通知書を受け取っ
ているときは， この請求書と一緒に提出してください。

□（1）貧困のため

□（2） 令和一年一一月一日，茨城県弁護士会に対して》私選弁護人の選任を
申し出たが，次の理由から選任することができなかったため
ロア茨城県弁護士会から弁護人となろうとする者の紹介を受けられなかった。
ロイ紹介された弁護士に弁護人の選任の申込みをした銅拒まれた。
ロウいまだ茨城県弁護士会から連絡がない｡

□③(その他の理由倶体的に割てください｡ ） ）

2

袋

3 資力申告

私の次の資産の合計額（資力という。 ） と内訳は，記載したとおりで間違いあり
ません。

(注意） 裁判官の判断を誤.らせる目的で，その資力について虚偽の記載をした場合は, 10
万円以下の過料に処せられることがあります。

内訳 現金
金融機関に対する預貯金
社内預金等
金融機関の自己宛小切手
郵便為替

口有→約

籠三；
口有→約

、
’
ノ
、
Ｉ
ノ
、
１
ノ
、
ノ
、
ｊ
〆

円
円
円
円
円

鱗
〃

合計 約 円
※金融機関に対する預貯金とは,預金のほか,郵便貯金又は農業協同組合,農業協同組合連合会,漁業協同
組合，漁業協同組合連合会，水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会に対する貯金のこと
です。

※社内預金等とは，使用者（船員の場合は船舶所有者）に対する貯蓄金又は公務員共済組合，公務員共済組
合連合会若しくは日本私立学校振興，共済事業団に対する貯金のことです。

令和 年 月 ｜ヨ
ー~－－

氏名 .印
(－－－－= ､年 一月月 ｜ﾖ生）

■ー■B←ー‐‐一m申一■B陣一一写画一岬｡”一○軍一四一一P■ーぬ幸一、由一ぬローｰ｡■ し嘩一, --宰申写 凸宇画一■■ﾆ ﾆ ､－－

※以下の欄は，留置担当官‘刑事施設・少年鑑別所の職員が記入してください。
1 添付書類 口勾留状・脊知調書等の写し ． □不在・不受任通知書

口即決裁判手続の同意確認中であることを証明する書面
2即決裁判手続の|司意確認を求めている検察官の所属庁
3留置‘収容場所

一一， 言語 一一 ‘,ﾛ4国籍 鬘五

5他事件での国選弁護人選任の有無ロ無 ロ有 （弁護人名 ）
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即決裁判手続に係る同意確認を求めたことの証明書

当職は，被疑者 に係る 被疑事件

につき,本日，被疑者に対し，即決裁判手続によることについて，同意 蛸（
、

をするかどうかを明らかにするよう求めました。

令和 年 月 日

水戸地方（区）検察庁

検察官検事 (記名押印）

微
ノ
ー
、
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疑6
画
幸
一

少

〆

引継者が進捗状況に応じた鮫当箇所に件数を配入し,それぞれ押印をする。
｢既済｣には,国遺弁感人選任通知書受領書待ちの記録,蔚求撤回になった妃像が蝕当する。

紀録は.■■■■の験当箇所に保管する。
引継ぎは,必ず紀録現物に当たって行う。

■■の配録が引き継がれた塙合には,勾留鯖求予定の事件に かかる事かかる事

１
２
３
４
５

領要入館
．

件がないか確麗する．

垂
菖乍

月
曜
日

■■

記 録（件）

指名依頼指名通知
未了 待ち

進 行中．
０
０

ウ

選任未了通知未了 既済

受
印
引
者

州
都

p

命

●
ャ

●
申

凸
巳

申
６
６

」

●

ノ

0

０
４

守
。

C

●

け

日
↓
宿
．
宿
↓
日
日
↓
宿
宿
↓
日
日
↓
宿
宿
↓
日
⑩
日
↓
宿
宿
↓
日
日
↓
宿
宿
１
日

も

日
日
日
日
日

玉
■■■
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；
、

（

－

勾雪になつ1
●

建場合の通タ詞タ旨等

勾留場所 茨城県 警察署留置施設

被疑(被告）

事件名 ［
］

破疑者

（被告人）
氏 糸

－－

＝ーー戸＝〆､,~･0口､9 ｰ麺，＝"小し
■

口次のとおり

通知先

氏名

続柄

住居

電話番号
■ q

携帯番号

一
‐

■~■■ー

'ﾛ｡｡ー｡..~一・~デー･ロ･-一････一一･･一･･･.宇・一七･･･一一?－－o･－．．－.…-.-写垂･-一･･･b一一一・・－－－■…ﾛ･･-..-.---.､---..-.ﾛ..、 -
. .

F

● ■

.~~~~~~･･･.｡.~~~.．.｡..．....､-----------....-..?-..-.-中-------．･･･････････----..-..-....-..---.---...-...｡『一 ＝=＝－●

－

－

－

6－

被疑者国選
弁護人

□■■■■ 口請求する（請求書･資力申告書作成）4･
守 口請求しなﾙロ

当番弁護士

ｰ＝ 且

口不要

■■■■(趣却雷及びこ連絡交付）

口刑事弁護センター（電話 (留守番電話）連絡，通知書送信）

私選弁護人
(上記以外）

旬

L~』＝ Uwx根元（升謹±･弁護士法人・弁護士会）

口不要

[氏名。名称一
凸~ー一一一－一、 ,

口即日通知済み（電話も

］

普通郵便） 口通知不能（口即日留置場所
に連絡依頼済み）

接見等禁止 Uあり
□なし

勾留通知 埋坪口凋か(LI電請U晋通郵便）

口通知不能※ (電話した時間→（● ） （ 、 ､ 、甲･

●


